
社会総がかりで教育再生を・第三次報告社会総がかりで教育再生を・第三次報告
～学校、家庭、地域、企業、団体、メディア、行政が一体となって、全ての子供のために公教育を再生する～～学校、家庭、地域、企業、団体、メディア、行政が一体となって、全ての子供のために公教育を再生する～

（１）全国学力調査、ＰＩＳＡ調査の結果を徹底的に検証し、
学力向上に取り組む
○調査結果の検証に基づき、学力改善プランに取り組む
○調査結果の分析を、学習指導要領の改訂、教科書の充実等に活かす
○理科教育強化のため、教科書の改革、小学校専科教員の配置を進める

学力の向上に徹底的に取り組む学力の向上に徹底的に取り組む ～未来を切り拓く学力の育成～～未来を切り拓く学力の育成～１．１．

徳育と体育で、健全な子供を育てる徳育と体育で、健全な子供を育てる ～子供たちに感動を与える教育を～～子供たちに感動を与える教育を～２．２．

大学・大学院の抜本的な改革大学・大学院の抜本的な改革 ～世界トップレベルの大学・大学院を作る～～世界トップレベルの大学・大学院を作る～３．３．

学校の責任体制の確立学校の責任体制の確立 ～頑張る校長、教員を徹底的に応援する～～頑張る校長、教員を徹底的に応援する～４．４．

現場の自主性を活かすシステムの構築現場の自主性を活かすシステムの構築 ～情報を公開し、現場の切磋琢磨を促し、努力する学校に報いる～～情報を公開し、現場の切磋琢磨を促し、努力する学校に報いる～５．５．

社会総がかりでの子供、若者、家庭への支援社会総がかりでの子供、若者、家庭への支援 ～青少年を健全に育成する仕組みと環境を～～青少年を健全に育成する仕組みと環境を～６．６．

教育再生の着実な実行教育再生の着実な実行７．７．

（２）「６－３－３－４制」を弾力化する
○子供の発達に合った教育のため、小中一貫教育を推進し、制度化を検討する
○年齢主義（履修主義）を見直し、飛び級を検討する
○大学への飛び入学、高大連携を促進する

（３）英語教育を抜本的に改革する、
今の時代に求められる教育を充実させる

○小学校から英語教育に取り組み、ネイティブを常勤講師に採用する、
現場の進んだ取組を行いやすくする
○環境教育、「ものづくり」教育などの充実を図る

（１）徳育を「教科」とし、感動を与える教科書を作る
○徳育を「新たな枠組み」により教科化し、年間を通じて計画的に指導する
○偉人伝、古典、物語、芸術・文化などを活用し感動を与える多様な教科書を作る
○新しい教育基本法の下で、社会総がかりで、徳育の充実に取り組む

（２）運動・食育・生活習慣が一体となった体力向上とスポーツの振興を図る
○体育専科教員や学校給食を通じた食育により体力向上を図り、スポーツ庁などによりスポーツを振興する

（３）体験活動により子供の心と体を育てる
○小学校での自然体験活動、中学校での社会体験活動、
高等学校での奉仕活動を推進する

（１）大学・大学院教育の充実と、成績評価の厳格化により、
卒業者の質を担保する

○大学は教養教育を重視し、産業界等との連携を深め、
社会人としての基礎的能力を備えた卒業生を送り出す
○大学院は、質の高い学生のみを入学させ、定員充足に拘らない
○大学全入時代の大学入試の在り方を検討する

（２）国立大学法人は、学部の壁を破り、
学長リーダーシップによる徹底したマネジメント改革を自ら進める

○国立大学の学長選挙を廃止するなど学長選考会議による学長の選出、学長による学部長人事の掌握、
学部の壁を越えた効率的な教育指導体制の構築を各大学が進める

（３）「国際化」「地域再生」に貢献する大学を目指す
○国立大学・学部の再編統合、定員の縮減に取り組む

（４）大学・大学院を適正に評価するとともに、
高等教育への投資を充実させる
○国際競争力、地域の自立を高めるため、厳正な評価に基づき、
必要な分野に重点的に投資する

（１）学校のマネジメント改革を行い、校長がリーダーシップを発揮できるようにする
○校長の同一校在職期間を延長する、校長の責任と権限を拡大し、副校長、主幹教諭を管理職とする
○管理職登用を厳格に行い、組合との不正常な関係を正し、人事の公正化を図る
○教育委員会は、校長が管理権を行使できない不正常な地域、学校を是正する

（２）子供の教育に専念できるよう教員を応援する
○ＩＴの導入、事務の共同処理等により現場の無駄を廃し、事務体制の効率化を図る
○「学校問題解決支援チーム」を全教育委員会で設置する
○一律４％の教職調整額の見直し、部活動手当の充実など、メリハリある給与体系で頑張っている教員をしっかり処遇する
○学校を計画的に耐震化する

（１）学校の情報を公開し、保護者、地域の評価、参加により、学校の質を向上する
○学校の情報公開、学校の第三者評価のガイドラインの作成、学校支援地域本部の設置を進める
○教育委員会は活動内容の透明度を高め、その責務を確実に遂行する

（２）適正な競争原理の導入により、学校の質を高める
○バウチャー的な考え方を取り入れた「学校選択制と児童生徒数を勘案した予算配分による学校改善システム」をモデル事業として実施する

（３）多様な分野の優れた社会人等から教員を大量に採用し、学校を活性化させる
○特別非常勤講師、特別免許状を活用し、採用者の２割以上を目標に、普通免許がなくても教員に採用する

（４）教員養成を抜本的に改革する
○教員養成大学・学部の教育など、教員養成の在り方を抜本的に見直す

（５）学校の適正配置を進め、教育効果を高める
○教育効果を高めるため、国は、望ましい学校規模を提示し、スクールバスなど統廃合を推進する市町村を支援する

（１）子供、若者、家庭に対し、教育、福祉、警察、労働、法務等の連携システムを作り、総合的に支援する
○地域での関係機関窓口の一元化を推進し、国レベルでの体制整備や、必要な法的措置を検討する

（２）有害情報から子供を守るため、全ての子供の携帯電話にフィルタリングを設定する
○フィルタリング利用を義務付ける法的規制導入を進める

（３）幼児教育を充実する、子育て家庭、親の学びを地域で支援する
○幼児期からの規律ある生活習慣や情操教育を重視する、将来的な幼児教育の無償化を検討する

（４）「大学発教育支援コンソーシアム」の推進により
新しい教育モデルを創出し、実証する
○大学と教育委員会等のネットワークにより大学の英知を教育の改善に
活かす

（１）動き出す教育再生
○教育は国家百年の大計。効率化、メリハリ付けしつつ、しっかりした投資を行う

（２）教育再生の実効性の担保、フォローアップ


